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	第　　　　　号
年　　月　　日
命令書
あなたは、粕屋町空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例第11条の規定に違反し、特定容器回収促進区域内において、その使用済みの特定容器(　　　　)を回収容器に投入せず、又は持ち帰るため自己の所持の下に置かなかったので、同条例第14条の規定に基づき、その使用済みの特定容器(　　　　)を　　年　　月　　日　　　　　　時　　分までに回収容器に投入し、又は自己の所持の下に置くよう命じます。
記
1　命令日時　　　　　年　　月　　日　　午　　　　　　時　　分頃
2　命令場所　　　　粕屋町　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3　命令者　　職名　　　　　
　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
(参考)
粕屋町空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例抜すい
(特定容器の適正処理)
第11条　何人も、促進区域内においては、その使用済みの特定容器を回収容器に投入し、又は持ち帰るため自己の所持の下に置かなければならない。
第14条　町長又は町長の委任を受けた職員は、第11条の規定に違反した者に対し、期限を示して、その使用済みの特定容器を回収容器に投入し、又は自己の所持の下に置くべきことを命ずることができる。
第20条　第14条の規定による命令に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。



